
昭
和
六
十
年
人
事
院
規
則
九―

八
二

人
事
院
規
則
九―

八
二
（
俸
給
の
半
減
）

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
俸
給

の
半
減
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
給
与
法
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
俸
給
の
半
減
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
俸
給
の
半
額
を
減
ず
る
こ
と
と
な
る
就
業
禁
止
の
措
置
）

第
二
条
　
給
与
法
附
則
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
就
業
禁
止
の
措
置
は
、
規
則
一
〇―

四
（
職
員
の
保
健
及

び
安
全
保
持
）
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
規
則
一
〇―

八
（
船
員
で
あ
る
職
員
に
係
る
保
健
及
び
安
全
保
持
の
特

例
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
就
業
の
禁
止
の
措
置
と
す
る
。

（
半
減
前
の
俸
給
の
額
が
算
定
の
基
礎
と
な
る
手
当
）

第
三
条
　
給
与
法
附
則
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
手
当
は
、
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
手
当
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
勤
務
し
な
い
期
間
の
範
囲
）

第
四
条
　
給
与
法
附
則
第
六
項
の
勤
務
し
な
い
期
間
に
は
、
病
気
休
暇
等
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
病
気
休
暇

（
以
下
「
生
理
休
暇
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
病
気
休
暇
又
は
同
項
に
規
定
す
る
就
業
禁
止
の
措
置
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
日
（
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
病
気
休
暇
等
に
よ
り
勤
務
し
な
い
日
を
含
む
。
）
の
ほ
か
、
当
該
療

養
期
間
中
の
週
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
給
与
法
第
十

五
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
そ
の
他
の
勤
務
し
な
い
日
（
一
日
の
勤
務
時

間
の
一
部
を
勤
務
し
な
い
日
を
含
み
、
生
理
休
暇
等
の
日
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
日
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
生
理
日
の
就
業
が
著
し
く
困
難
な
場
合

二
　
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
（
補
償
法
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
通
勤
を
い

う
。
）
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合

三
　
規
則
一
〇―

四
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
規
則
別
表
第
四
に
規
定
す
る
生
活
規
正
の
面
Ｂ
の
指
導
区
分

の
決
定
又
は
同
表
に
規
定
す
る
生
活
規
正
の
面
Ｂ
へ
の
指
導
区
分
の
変
更
を
受
け
、
同
規
則
第
二
十
四
条
第
一

項
の
事
後
措
置
を
受
け
た
場
合

（
俸
給
の
半
額
を
減
ず
る
日
）

第
五
条
　
一
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
病
気
休
暇
等
が
引
き
続
い
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
病
気
休
暇
等
の

開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
の
引
き
続
き
勤
務
し
な
い
期
間
を
経
過
し
た
後
の
引
き
続
く
勤
務
し
な
い
期
間

に
お
け
る
病
気
休
暇
等
の
日
（
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
す
べ
て
を
病
気
休
暇
等
に
よ
り
勤
務

し
な
か
つ
た
日
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
俸
給
の
半
額
を
減
ず
る
。

２
　
一
の
負
傷
又
は
疾
病
が
治
癒
し
、
他
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
病
気
休
暇
等
が
引
き
続
い
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
初
の
病
気
休
暇
等
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
の
引
き
続
き
勤
務
し
な
い
期
間
を
経
過
し
た
後

の
引
き
続
く
勤
務
し
な
い
期
間
に
お
け
る
病
気
休
暇
等
の
日
に
つ
き
、
俸
給
の
半
額
を
減
ず
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
生
理
休
暇
等
の
期
間
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
期
間
の
前
後
の
勤
務

し
な
い
期
間
は
、
引
き
続
い
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
俸
給
の
日
割
計
算
）

第
六
条
　
月
又
は
給
与
法
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
各
期
間
（
以
下
「
給
与
期
間
」
と
い
う
。
）
の
中
途
に
お

い
て
俸
給
の
半
額
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
等
給
与
期
間
中
の
一
部
の
日
に
つ
き
俸
給
の
半
額
が
減
ぜ

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
俸
給
は
、
当
該
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら
週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と

し
た
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

（
雑
則
）

第
七
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
俸
給
の
半
減
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
八
日
人
事
院
規
則
一―

一
一
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
二
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

一
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九―

八
二
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

５
　
旧
法
附
則
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
又
は
改
正
法
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
一
日
の
勤
務
時
間

の
す
べ
て
が
勤
務
を
要
し
な
い
時
間
と
し
て
指
定
さ
れ
た
日
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
院
規
則

九―

八
二
第
五
条
に
規
定
す
る
指
定
週
休
日
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一―

一
五
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
一
七
日
人
事
院
規
則
一―

一
八
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
九―

八
二―

一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
人
事
院
規
則
九―

八
二―

二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規
則
九―

八
二―

三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

八
二―

四
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
結
核
性
疾
患
に
よ
る
給
与
法
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又

は
就
業
禁
止
の
措
置
に
よ
り
勤
務
し
な
い
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
九―

八
二
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
一
の
負
傷
又
は
疾
病
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
一
月
一

日
前
か
ら
結
核
性
疾
患
」
と
、
「
九
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
他
の
負
傷
又
は
疾
病
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
前
か
ら
結
核
性
疾
患
」
と
、
「
九
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一―

八
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
、
第
五
条
の
規
定
並
び
に
第
十
一
条
中
規
則
一
五―

一
四
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
規
則
中
第
一
条
の

二
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
改

正
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雑
則
）

第
四
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
五
年
改
正
法
及
び
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

1


